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　障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護
者に対する支援等に関する法律）が、平成 24 年 10 月１
日に施行されてから10 年になる。本法は、障害のある人
に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守ることにより、障
害のある人の自立及び社会参加を促すことを目的としたも
ので、我々精神科医療従事者はその概要を十分に知ってお
く必要がある。
　障害者虐待防止法の対象者は、身体障害・知的障害・
精神障害（発達障害含む）・その他心身の機能に障害があ
り、その障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社
会生活が困難な人である。障害者虐待は、①家庭内での
家族等による虐待（養護者による障害者虐待）、②福祉施
設での職員などによる虐待（障害者福祉施設従事者等によ
る障害者虐待）、③職場での労働者による虐待（使用者に
よる障害者虐待）の 3 種類に分けられている。虐待の行為
類型は、①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④
放棄・放任（ネグレクト）、⑤経済的虐待の 5 種類である。
また、セルフネグレクト（自己放任）といって、障害のある
人が、自らの意思やその障害の状態などのために生活に関
する能力や意欲が低下し、生活が困難になり、他者に対し
て援助を求めず放置している場合には、上記の①～⑤の虐
待と同様に、周囲からの積極的な支援が必要となる。
　障害者虐待防止法では、医療機関には通報の義務はな
い。しかし、通報者の匿名性・保護について、例えば精神

科医療機関において虐待事案の内部通報があった場合に
は公益通報者保護法が適用される。公益通報者保護法で
は、匿名の通報であっても真実相当性（例えばその職員し
か知り得ないような事実が含まれている等）が認められれ
ば保護される。また、虐待事案では管轄する保健所への
通報が想定されるが、公務員には守秘義務が課せられてい
るので、通報者は匿名であっても保護の対象となる。
　障害者虐待防止に関しての事業を紹介する。１つは、令
和 2 年度障害者総合福祉推進事業（指定課題 42 番）「障
害者虐待防止法に規定する障害者虐待の間接的防止措置
に関する研究」である。障害者虐待防止法では、学校の長、
保育所の長、医療機関の管理者に対して、「間接的防止措
置」を講ずることを規定している。ところが、各機関が独自
に行っているために、その取組み実態や概要も把握されて
いない。こうした現状、問題認識をもとに、学校、保育所、
医療機関における障害者に対する虐待防止の実効性を高
めることを目的とした事業であった。事業のなかで、精神科
病院での虐待防止の取組み、日精協の「虐待防止・対応
マニュアル」が取り上げられている。また、障害者虐待防
止法第 29 ～ 31 条における、いわゆる「間接的防止措置」
は、言葉の意味が曖昧なことから「各機関における虐待や
不適切行為等の防止措置」という呼称に変更された。
　2 つ目は、現在進行中の令和 3 年度障害者総合福祉推
進事業（指定課題 28 番）「障害者虐待防止の効果的な
体制整備及び精神科医療機関等における虐待防止のため
の啓発資料の作成と普及に関する研究」である。精神科
医療の領域では、厚労省が自治体に対して、精神科医療
機関における虐待防止等の取組み事例を周知する（令和
2 年度 42 番事業）など、虐待が疑われる事案の発生防
止や早期発見の取組み強化に努めている。事業の目的は、
精神科医療機関等における医療従事者を対象とした虐待
事案発生防止のための啓発資料を作成し、その資料を医
療機関が虐待防止にかかる取組み強化のための研修等に
活用することである。日精協の 2 つの会員病院から、虐待
防止の取組みの好事例が収集されている。
　昨今、精神科病院で起こった事例から虐待防止の取組
みが注視されているところである。日精協で作成した「虐
待防止・対応マニュアル」は、虐待防止の運用に大変役立
つので、是非ご活用戴きたい。

（理事　中島 公博）

科専門医の数が少ないこと、精神科医が自殺対策に協力で
きる仕組みを作るべきであり、精神科に関する国民への啓
発活動を行う必要がある事などを提言した。これまでの議
論を元に、現状に即した有益な新大綱の策定が待たれる。
有識者会議は今後、令和 4 年 3 月迄に全６回開催される
予定であり、年度内に報告書（案）の提出後、パブリック
コメントの実施を経て夏頃に新大綱が閣議決定される見込
みである。

（常務理事　松井 隆明）




